
小規模多機能ホーム さかえまち 重要事項説明書 

 

 

1、事業の目的と運営方針 

 要支援・要介護状態にある利用者に対し、適正な小規模多機能型居宅介護を提供する

ことにより、利用者がその有する能力に応じ、その居宅において自立した日常生活を営

むことを目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

 また、関係市区町村、地域の保険・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサー

ビスの提供に努めます。 

 

 

2、事業の内容 

 

（1）事業の概要 

事業所名 ：小規模多機能ホーム さかえまち 

事業種別 ：小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

指定番号 ：1393500069 

所在地 ：東京都日野市栄町 2-17-1 都営栄町２丁目アパート２号棟１階 

管理者の氏名 ：吉井 智美 

電話番号 

 

：Tel 

Fax 

042-582-1801 

042-582-1802 

サービス提供地域 ：通常の事業実施地域は、「日常生活圏域日野」の区域内とします。

但し、利用者からの要望があれば、日野市内全域を対象とします。 

営業日 ：365 日 

営業時間 ：○通いサービス 9：00～17：00 

 ○宿泊サービス 16：00～翌 9：00 

 ○訪問サービス 24 時間 

登録定員 ：29 名 

通いサービスの定員 

宿泊サービスの定員 

：18 名（1 日につき） 

：8 名（1 日につき） 

  

 

（2）事業所の従業員体制                 令和 6 年 4 月 1 日現在 

職種 業務の内容 常勤 非常勤 合計 

管理者 業務の一元的な管理 1 0 1 

介護職員 介護・支援業務 7 7 14 

看護師 心身の健康管理・保健衛生管理   0 2 2 

作業療法士 機能訓練・生活動作助言 0   1 1 

介護支援専門員 計画作成 1 0 1 

合計人数 9 10 19 

 



 

 （3）事業所の設備 

 

○宿泊室 ：宿泊室は原則個室（定員 1 名）とし、宿泊に必要な寝具・備品を備

えます。 

但し、利用者の処遇上必要と認められる場合は定員を 2 名とするこ

とが出来ます。 

○食堂 ：利用者が使用できる十分な広さを備えた食堂を設け、テーブル、椅

子等の家具や、箸や茶碗等の食器を備えています。尚、食堂は、居

間と同一の場所としています。 

○浴室 ：浴室には利用者が使用しやすい椅子等を備えます。 

○トイレ ：室内に手すりや、車椅子の利用者も利用できる設備を備えます。 

○その他の設備 ：設備として、その他に台所等の設備を設けています。 

 

 

3、サービスの内容 

 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の従業者と協議

の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小

規模多機能型居宅介護計画（ライフサポートワーク）を作成するとともに、これを基本

としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に「通い」、「訪問」、「宿泊」

サービスを組み合わせた支援を行います。また、利用者の心身機能維持、家族の負担軽

減を図ることができるようにします。小規模多機能型居宅介護計画（ライフサポートワ

ーク）を作成した際は、当該計画を利用者に交付します。 

 

○通いサービス：事業所において、日中の食事、入浴、排泄等の日常生活上の支援や機

能訓練を行います。 

○訪問サービス：利用者宅を訪問し、安否確認、買い物他、要望に応じ、日常生活上の

支援を行います。 

○宿泊サービス：事業所において、概ね 16：00～翌朝 9：00 までの食事、排泄等の日

常生活上の支援を行います。 

 

4、利用料金 

 

＊別紙 1、料金表参照 

 

5、サービス利用に当たっての留意事項 

（1）利用者又は、その家族に心身の変化があった際には、事業所にご一報下さい。 

（2）急な利用予定変更の場合は、食事の準備や、入浴など、サービスの調整が必要と

なりますので、極力お早めにお知らせ下さい。 

（3）面会や見学は基本的に 9：00～21：00 迄とします。時間を超える場合には、必ず

事業所にご相談ください。 

（4）事業所内での金銭及び食べ物等のやり取り、営利活動はご遠慮ください。 



（5）職員に対する贈り物や、飲食等のもてなしは、お受けできません。 

（6）喫煙については、指定個所でお願い致します。尚、防災上の理由により、煙草や 

ライター等はお預かりする場合もあります。 

（7）飲酒については、希望のある場合は配慮致します。事前にご相談ください。 

（8）設備、器具の利用は所定の方法に従って利用して頂きます。尚、状況により利用

を中止、又は制限させて頂くことがございます。 

（9）信仰及び、思想の自由を尊重します。但し、共同の場として積極的な活動を制限

ないし、自粛して頂く場合がございます。 

 

6、感染症対策 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように以下の措置を講じるもの

とします。 

（1）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底

を図ります。 

（2）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（3）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を６月に１回以上実施します。 

 

7、業務継続計画の策定 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する小規模多機能型居

宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い以下

の必要な措置を講じるものとします。 

（1）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、非常災害そ

の他緊急の事態に備え、必要な設備を備えます。 

（2）事業所は常に関係機関と連絡を密にし、業務継続計画に従い、取るべき措置につ

いて利用者及び、職員等の必要な訓練、及び研修を年２回以上実施するものとしま

す。 

（3）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとします。 

 

8、緊急時の対応 

 サービス提供時に利用者の容体の変化等があった場合には、主治医に連絡する等必要

な処置を講ずるほか、身元保証人等に速やかに連絡致します。 

 

9、事故発生時の対応 

サービス提供により、事故が発生した場合には、家族、市、関係医療機関等への連絡

を行う等、必要な措置を講じ、事故の状況や、事故に際してとった処置について記録し、

賠償すべき事故の場合には損害賠償を速やかに行ないます。 

 

10、守秘義務に関する対策 



事業者及び事業者の職員は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持しま

す。また、職員の退職後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契

約としています。 

 

11、利用者の尊厳 

 利用者の人権、プライバシー保護のための業務マニュアルを作成し、従業者教育を行

います。 

 

12、身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。

但し、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びそ

の家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに、緊急やむを得ない理由について記録します。緊急やむを得ない場

合以外は、利用者本人や家族から拘束を求める要望があったとしても、原則行ないませ

ん。 

 身体拘束適正化に向けては指針を整備するとともに、委員会を設置し、おおむね年４

回以上当該委員会を開催します。 

 

13、虐待防止 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため以下の措

置を講ずるものとします。 

（1）虐待防止のための対策を検討する委員会を概ね年２回以上開催するとともに、そ

の結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（2）虐待防止のための指針を整備します。 

（3）虐待を防止するための研修を概ね年２回以上実施します。 

（4）上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

 

14、苦情相談窓口 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

  

（1）小規模多機能ホーム さかえまち 

ご利用相談窓口 ：担当者 吉井 智美（管理者） 

所在地 ：東京都日野市栄町 2-17-1 都営栄町 2 丁目アパート 2 号棟１階 

電話番号 ：042-582-1801 

受付時間 ：9：00～17：00 

 

 （2）日野市役所 

ご利用相談窓口 ：高齢福祉課 介護保険係 

所在地 ：東京都日野市神明 1-12-1 

電話番号 ：042-585-1111 

受付時間 ：9：00～17：00 



 

 （3）東京都国民健康保険団体連合会 

ご利用相談窓口 ：介護福祉部介護相談指導課介護相談窓口担当（10 階） 

所在地 ：東京都千代田区飯田橋 3-5-1 東京区政会館 11 

電話番号 ：03-6238-0177 

受付時間 ：9：00～17：00 

 

 

15、協力医療機関等 

 事業所は、下記の医療機関や歯科診療所に協力いただき、利用者の状態が急変した場

合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

 

 

○南平 山の上クリニック 

担当医 ：八幡 憲喜 

所在地 ：東京都日野市南平 8-4-26 

電話番号 ：042-599-7877 

  

○久富歯科クリニック 

担当医 ：湯田 憲太郎 

所在地 ：東京都日野市高幡 1001-8 久野第 2 ビル 5F 

電話番号 ：042-593-5751 

 

＊上記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。 

＊診療日、診察時間は医師等及び施設の都合により予告なく変更になる場合があります。 

＊医師等にご相談がある場合には、必ず事前に管理者又は、介護支援専門員までお申し出下さい。 

 

16、損害賠償について 

 当事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は速

やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 但し、損害の発生について、利用者に故意又は、過失が認められた場合には、事業所

の損害賠償責任を減じさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 指定小規模多機能型居宅介護サービスの開始に当たり、利用者に対して契約書及び、

本書面に基づいて重要な事項を説明し、重要事項説明書を交付しました。 

 

[事業所] 所在地 東京都日野市栄町 2-17-1 都営栄町２丁目アパート２

号棟１階 

 事業所名 

 

小規模多機能ホーム さかえまち 

（指定番号 1393500069） 

 管理者名 吉井 智美     印 

 

 

令和   年   月   日 

 

 私は、契約書及び、本書面により、事業者から指定小規模多機能型居宅介護サービス

について重要事項について説明を受け、同意しました。 

 

[利用者] 住所  

  

氏名 

 

 

                   印 

 

[身元保証人] 住所  

  

氏名 

 

 

                   印（続柄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1 

（1） 介護報酬告示額 ＊1 

 

①基本料金 

介護区分 利用料（単位数） 
自己負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要支援 1 37,363 円 （3,450） 3,737 円 7,473 円 11,209 円 

要支援 2 75,506 円 （6,972） 7,551 円 15,102 円 22,652 円 

要介護 1 113,260 円 （10,458） 11,326 円 22,652 円 33,978 円 

要介護 2 166,457 円 （15,370） 16,646 円 33,292 円 49,938 円 

要介護 3 242,147 円 （22,359） 24,215 円 48,430 円 72,645 円 

要介護 4 267,251 円 （24,677） 26,726 円 53,451 円 80,176 円 

要介護 5 294,673 円 （27,209） 29,468 円 58,935 円 88,402 円 

＊月途中から登録した場合や、月途中で登録を終了した場合は、登録していた日数によって、日割

り計算となります。 

 

②加算料金 全区分対象 

加算項目 利用料（単位数） 
自己負担額 

頻度 
1 割 2 割 3 割 

初期加算 324 円 （30） 32 円 64 円 98 円 1 日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 8,122 円 （750） 813 円 1,626円 2437 円  

 

 

 

 

 

 

1 月 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6,931 円 （640） 694 円 1,388円 2080 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 3,790 円 （350） 379 円 758 円 1,137 円 

訪問体制強化加算 10,830 円 （1,000） 1,083 円 2,166円 3,249 円 

看護職員配置加算（Ⅰ） 9,747 円 （900） 975 円 1,950円 2,927 円 

看護職員配置加算（Ⅱ） 7,581 円 （700） 758 円 1,516円 2,275 円 

看護職員配置加算（Ⅲ） 5,198 円 （480） 520 円 1,040円 1,560 円 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） 12,996 円 （1,200） 1,302 円 2,600円 3,899 円 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ） 8,664 円 （800） 867 円 1,733円 2,600 円 

科学的介護推進体制加算 433 円 （40） 44 円 88 円 130 円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 1,083 円 （100） 109 円 217 円 325 円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 108 円 （10） 11 円 22 円 33 円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ＊2           14.9％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 14.6％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 13.4％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 10.6％ 

 

 

 

 

 



②加算料金 該当者 

加算項目 利用料（単位数） 
自己負担額 

頻度 
1 割 2 割 3 割 

認知症加算（Ⅰ） 9,963 円 （920） 997 円 1,993 円 2,989 円  

 

 

1 月 

認知症加算（Ⅱ） 9,638 円 （890） 964 円 1,928 円 2,892 円 

認知症加算（Ⅲ） 8,230 円 （760） 823 円 1646 円 2,469 円 

認知症加算（Ⅳ） 4981 円 （460） 499 円 997 円 1,495 円 

若年性認知症利用者受け入れ加算 8,664 円 （800） 867 円 1,733 円 2,600 円 

若年性認知症利用者受け入れ加算 

（要支援 1・2） 
4,873 円 （450） 488 円 975 円 1462 円 

看取り連携体制加算 ＊3 693 円 （64） 70 円 139 円 208 円 1 日 

 

＊1：厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該小規模多機能型居宅介護が法定代理受領サ

ービスである時は、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。上記の金額は

地域係数（日野市＝3 級地 10.83）の関係で多少の誤差が生じる場合もあり、目安として記載し

てあります。 

＊2：介護職員等処遇改善加算は介護報酬告示額①②の該当する単位数を合計した介護報酬総単位数

×それぞれ提示されているパーセントが単位数となり、この単位数に日野市の地域係数 10.83

をかけた数値が利用料となります。 

＊3：死亡日から起算して、死亡日前の 30 日以下まで 

 

（2）その他の費用 

項目 金額 備考 

○送迎、訪問交通費 

日常生活圏域内 無料 

日常生活圏域日野 

栄町、日野本町、神明、川辺堀之内、新町 

日野台 1～3丁目、上田、万願寺、日野、宮 

石田（浅川北）、石田 1～2丁目 

その他圏域 
10ｋｍ以内 130 円 

1 日につき 
10ｋｍ以上 260 円 

公共交通機関利用時 実費 各交通機関で使用した代金と同額 

○宿泊費 4,000 円 1 泊につき 

○食費 朝食 400 円 

 
昼食 700 円 

おやつ 150 円 

夕食 700 円 

○洗濯代 事業所内での洗濯 70 円 1 回につき 

○タオル代 事業所内で貸出 50 円 1 回につき 

○電気代 持ち込み電気器具の使用 30 円 1 回につき 

○マスク代 持参がない際 30 円 1 枚につき 

 

 


